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た
だ
く
段
階
に
来
て
い
る
」
と
あ

い
さ
つ
を
行
い
ま
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
茨
城
県
潮い
た

来こ

市
よ
り
旧
牛
堀
町
長
森
内
も
り
う
ち

捷
夫
か
ず
お

氏
を
招
き
、「
潮
来
市
誕
生
の
軌
跡
」

と
題
し
合
併
へ
の
考
え
方
や
実
際

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
講
演
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
演
の
後
に
は
、
森
内
氏
に
も

加
わ
っ
て
い
た
だ
き
、
京
都
新
聞

論
説
委
員
関
根
氏
、
同
志
社
大
学

法
学
部
教
授
真
山
氏
、
六
町
合
併

協
議
会
委
員
荒
田
氏
、
主
催
者
を

代
表
し
て
丹
後
六
町
連
絡
協
議
会

長
の
有
田
弥
栄
町
長
ら
五
人
に
よ

る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が

行
わ
れ
、
丹
後
の
現
状
や
住
民
意

識
調
査
を
踏
ま
え
、
今
後
の
丹
後

六
町
の
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
や
住

民
の
あ
り
方
な
ど
、
活
発
な
意
見

交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
合
併
で
考
え
る
　
新
し
い
ま

ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
題
し
、

八
月
二
十
四
日
京
都
府
丹
後
文
化

会
館
に
約
七
百
人
を
集
め
、
フ
ォ

ー
ラ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

開
催
に
当
た
り
、
合
併
協
議
会

会
長
の

岡
六
右
衛
門
網
野
町
長

が
「
私
ど
も
六
町
は
、
過
疎
化
、

少
子
・
高
齢
化
、
地
場
産
業
の
低

迷
等
、
地
域
の
共
通
課
題
を
抱
え

て
お
り
、
一
方
、
本
格
的
な
地
方

分
権
時
代
の
到
来
を
前
に
、
地
方

分
権
を
真
に
実
効
あ
る
も
の
と
し

て
い
く
た
め
に
、
自
治
体
の
行
財

政
基
盤
を
よ
り
一
層
強
化
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
様
々
な
課
題
を

解
決
し
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
手

段
と
し
て
、
市
町
村
合
併
が
あ
る

わ
け
で
す
が
、
合
併
し
た
際
に
、

こ
の
地
域
が
ど
う
な
る
の
か
、
ま

た
、
ど
の
よ
う
な
新
し
い
市
を
つ

く
っ
て
い
く
の
か
を
住
民
の
方
々

と
と
も
に
議
論
し
、
判
断
し
て
い
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水
辺
は
観
光
ス
ポ
ッ
ト
に
し
よ
う

と
思
い
、
一
キ
ロ
に
わ
た
っ
て
公
園

に
し
た
。
今
で
は
パ
ワ
ー
ボ
ー
ト
の

日
本
大
会
、
世
界
大
会
が
開
か
れ
る

よ
う
に
な
り
、
活
性
化
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
統
合
し
た
学
校
の
跡
地
は
、

県
に
購
入
し
て
も
ら
い
県
営
住
宅
を

作
っ
て
も
ら
っ
た
。

バ
ラ
ン
ス
の
良
い
ま
ち
づ
く
り
は
、

基
本
さ
え
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
立

ち
遅
れ
に
は
な
ら
な
い
。
現
在
は
、

各
町
で
公
民
館
な
ど
類
似
施
設
が
建

設
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ
も
の
を
作

る
必
要
は
な
い
し
、
同
じ
町
を
作
る

必
要
は
な
い
。
特
徴
あ
る
、
環
境
の

良
い
、
住
ん
で
よ
か
っ
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
れ
ば
よ
い
。
合
併
は
そ
こ

か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
に

特
徴
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
た
ら

よ
い
。

合
併
を
夢
み
た
い
に
考
え
て
は
い

け
な
い
。
私
は
、
今
か
ら
生
き
残
る

た
め
に
合
併
を
し
た
。
国
の
財
政
状

況
等
を
考
え
る
と
、
今
後
国
に
は
依

存
で
き
ず
、
自
分
た
ち
が
自
立
で
き

る
よ
う
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

住
民
も
が
ま
ん
す
る
と
こ
ろ
は
が
ま

ん
す
る
な
ど
し
て
、
ど
う
い
う
ま
ち

を
つ
く
る
か
自
ら
考
え
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

現
在
、
国
力
が
弱
っ
て
い
る
中
、

合
併
特
例
が
あ
る
う
ち
に
や
っ
た
方

が
よ
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
各
町
の

首
長
、
議
員
も
、
町
の
財
政
等
の
状

況
・
見
通
し
を
ガ
ラ
ス
張
り
に
し
て
、

住
民
に
知
ら
し
め
る
義
務
が
あ
る
。

例
え
ば
、
町
の
経
済
的
な
状
況
の
中

で
、
経
常
経
費
は
ほ
と
ん
ど
の
町
村
で

八
〇
％
を
超
え
て
い
る
。
八
〇
％
超

え
た
ら
、
民
間
で
は
倒
産
と
な
る
。
ま

た
、
財
政
力
指
数
、
要
す
る
に
町
に

入
る
税
金
の
割
合
が
だ
い
た
い
〇．
二

四
〜
〇．
二
五
で
三
割
自
治
と
呼
ば
れ

て
お
り
、
国
か
ら
の
交
付
税
で
成
り

立
っ
て
い
る
。
税
収
だ
け
で
は
や
っ

て
い
け
な
い
。

し
か
し
、
職
員
数
や
議
員
数
の
思

い
切
っ
た
削
減
と
い
っ
た
行
政
改
革

は
単
独
の
町
で
は
で
き
な
い
。
今
か

ら
生
き
残
る
た
め
に
は
、
行
政
改
革

を
し
て
ス
リ
ム
化
す
る
こ
と
が
基
本

で
あ
り
、
五
年
、
十
年
、
十
五
年
先

と
い
っ
た
子
供
や
孫
の
こ
と
を
考
え

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

今
は
公
金
で
し
の
い
で
い
る
が
、

国
に
金
が
な
い
の
で
自
衛
策
を
考
え

る
の
が
合
併
の
大
前
提
で
あ
る
。
私

は
、
規
模
を
大
き
く
、
器
を
大
き
く
、

ス
リ
ム
化
し
て
残
っ
た
金
は
、
今
の

時
代
を
築
い
て
く
れ
た
お
年
寄
り
を

大
事
に
す
る
た
め
、
ま
た
将
来
を
担

う
子
供
た
ち
な
ど
教
育
の
た
め
に
使

う
こ
と
を
合
併
の
目
的
と
し
た
。

私
は
、
合
併
推
進
論
者
で
は
な
く
、

仕
方
な
く
合
併
し
た
。
国
か
ら
の
支
援

は
十
年
間
だ
け
、
こ
こ
で
ま
ち
づ
く

り
の
基
礎
を
作
ら
な
い
と
自
治
体
が

消
え
て
な
く
な
る
時
代
が
来
る
。
困
難

な
時
代
を
迎
え
た
の
だ
か
ら
、
自
分

た
ち
の
子
や
孫
の
こ
と
を
考
え
、
若

干
の
犠
牲
を
強
い
な
が
ら
、
進
め
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
併
は
相
手
の
欠
点
ば
か
り
見
て

い
て
は
だ
め
、
お
互
い
の
良
い
所
を

見
て
、
特
徴
を
生
か
し
、
寄
り
添
い
助

け
合
い
な
が
ら
や
っ
て
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
合
併
は
つ
ぶ
さ
れ
な
い
た
め

の
自
衛
手
段
で
あ
る
。
私
は
、
気
運

が
盛
り
上
が
れ
ば
、
今
の
潮
来
市
で
、

特
例
が
な
く
て
も
も
っ
と
大
き
な
合

併
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
国
と
は

関
係
の
な
い
自
衛
策
で
あ
る
。
自
分

た
ち
の
将
来
に
不
安
を
覚
え
る
な
ら
、

自
ら
将
来
の
こ
と
を
考
え
て
い
く
と

い
う
の
が
合
併
の
意
義
だ
と
思
う
。

平
成
十
六
年
三
月
ま
で
に
は
時
間

が
無
い
。
現
実
的
に
は
、
で
き
る
だ

け
結
論
を
早
く
出
し
行
動
に
移
す
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
う
し
な
い
と

手
遅
れ
に
な
る
。

私
は
、
今
の
よ
う
に
、
全
国
的
に

合
併
問
題
が
議
論
さ
れ
る
以
前
の
、
昭

和
六
十
三
年
に
町
長
に
初
当
選
し
た
と

き
か
ら
合
併
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

な
ぜ
、
こ
ん
な
に
早
く
合
併
を
考

え
た
か
と
い
う
と
、
牛
堀
町
は
昭
和
の

大
合
併
の
時
に
合
併
せ
ず
、
茨
城
県
で

一
番
小
さ
な
町
と
な
り
、
一
八
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
面
積
の
中
に
七
千
人
弱
が
住
ん

で
い
る
。
町
長
就
任
時
に
は
小
学
校
が

三
つ
、
中
学
校
が
二
つ
、
後
は
何
も
な

か
っ
た
。
道
路
整
備
も
で
き
て
い
な
か

っ
た
。
町
の
予
算
は
約
十
六
億
円
で
、

職
員
の
給
料
を
払
っ
て
し
ま
っ
た
ら
終

わ
り
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
。
な
ぜ
こ
ん

な
町
に
な
っ
た
の
か
を
考
え
、
将
来
の

子
や
孫
に
残
す
町
づ
く
り
を
考
え
た
。

昭
和
六
十
三
年
に
町
長
選
に
出
馬

す
る
と
き
、
土
地
利
用
計
画
及
び
道
路

整
備
基
本
計
画
を
作
っ
て
公
約
と
し
、

着
実
に
実
行
に
移
し
た
。
し
か
し
、
住

民
に
対
し
、
ま
ず
ま
ち
づ
く
り
を
済
ま

せ
、
な
お
こ
れ
以
上
望
む
な
ら
、
そ
の

先
は
器
を
大
き
く
し
行
政
改
革
を
推
進

す
る
合
併
し
か
な
い
と
訴
え
た
。

何
を
も
と
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
か
と
考
え
た
と
き
、
牛
堀
に
は
「
水

と
緑
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
二
本
柱
と

し
て
、
町
を
三
つ
の
区
域
に
分
け
、
一

つ
は
税
収
の
稼
げ
る
企
業
や
ゴ
ル
フ
場

誘
致
に
、
も
う
一
つ
は
優
良
農
地
な
ど

環
境
を
考
え
た
地
域
と
し
学
校
や
公
園

を
作
り
、
あ
と
一
つ
は
利
根
川
水
系
の

整
備
を
し
た
。

特
に
学
校
は
統
合
し
町
の
中
心
に

置
き
、
合
併
後
も
優
先
的
に
使
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
規
模
の
大
き
な
物
を
作
っ

た
。
又
、
そ
こ
に
は
、
幼
稚
園
か
ら

中
学
校
ま
で
が
使
え
る
大
き
な
プ
ー
ル

を
一
つ
作
っ
た
。
児
童
・
生
徒
は
、
他

の
町
の
よ
う
に
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
送
迎

せ
ず
、
タ
ク
シ
ー
で
の
送
迎
と
し
て
い

る
。
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
は
維
持
費
や
人

件
費
が
高
く
つ
く
が
、
ど
う
考
え
て
も

タ
ク
シ
ー
が
一
番
安
い
。
さ
ら
に
送
迎

時
間
も
短
縮
さ
れ
生
徒
の
た
め
に
も
な

る
し
、
民
間
企
業
が
潤
い
経
済
の
活
性

化
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
社
会
福
祉

も
ほ
と
ん
ど
民
間
に
ま
か
せ
て
い
る
。
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茨城県・旧牛掘町長
森内捷夫氏
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い
か
に
そ
れ
を
実
現
す
る
か
、
い
か

に
そ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
六

町
で
一
体
的
に
や
っ
た
ら
う
ま
く
い

く
と
い
う
期
待
を
考
え
る
が
、
こ
れ

は
ほ
っ
と
い
て
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
住

民
・
行
政
・
議
会
の
体
制
を
作
っ
て

い
く
と
い
う
の
も
重
要
な
ビ
ジ
ョ
ン

と
考
え
る
。

関
　
根

ど
う
い
う
組
織
、
ど
う
い
う
仕
組

み
で
や
っ
て
い
く
の
か
。

荒
　
田

自
分
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か
を

考
え
、
ま
と
ま
っ
た
時
に
サ
ポ
ー
ト

を
行
政
に
求
め
て
い
く
の
が
今
後
の

あ
り
方
と
考
え
る
。

有
　
田

こ
れ
か
ら
の
時
代
、個
人
個
人
が

し
っ
か
り
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

関
　
根

住
民
意
識
調
査
に
も
出
て
い
る

が
、新
市
制
に
移
行
し
た
場
合
の
議

て
い
く
」
と
い
っ
た
想
い
を
再
認
識
。

併
せ
て
「
働
く
場
に
恵
ま
れ
た
産
業

の
ま
ち
」
と
い
う
こ
と
で
、
産
業
の

活
性
化
と
雇
用
の
確
保
と
い
う
意
向

を
認
識
し
た
。
一
方
、
高
校
生
の
意

識
調
査
で
は
、
丹
後
に
住
み
た
い
と

答
え
た
の
は
二
割
弱
で
あ
り
、
衝
撃

的
に
受
け
止
め
て
い
る
。
住
み
た
く

な
い
理
由
と
し
て
は
「
都
会
へ
の
魅

力
」
や
「
働
く
場
が
な
い
こ
と
」
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
住
民

の
声
に
応
え
、
こ
れ
か
ら
子
供
た
ち

が
住
み
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
ま
ち

づ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と
が
我
々
の

責
務
と
考
え
る
。

荒
　
田

高
校
生
の
結
果
に
は
び
っ
く
り

し
、
ま
た
う
れ
し
く
思
っ
た
。
将
来

像
で
「
丹
後
の
美
し
い
自
然
を
活
か

し
た
」
と
い
う
こ
と
が
ト
ッ
プ
で
、

ま
だ
ま
だ
丹
後
の
高
校
生
も
捨
て
た

も
の
で
は
な
い
と
思
っ
た
。
温
泉
や

蛍
、
豊
か
な
自
然
な
ど
一
連
の
観
光

資
源
を
活
か
し
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
呼

べ
る
丹
後
に
し
て
ほ
し
い
。

真
　
山

調
査
結
果
は
今
後
の
色
々
な
こ
と

を
検
討
し
て
い
く
上
で
重
要
な
資

料
。
し
か
し
、
期
待
と
不
安
の
数
だ

け
で
合
併
を
決
め
る
の
で
は
な
い
。

森
　
内

合
併
は
、
出
発
で
あ
っ
て
目
的
で

は
な
い
の
で
、
合
併
し
た
か
ら
と
い

っ
て
急
に
財
政
が
豊
か
に
な
る
も
の

で
は
な
い
。
合
併
に
対
す
る
国
の
財

政
的
支
援
に
は
期
限
が
あ
り
、
そ
の

間
に
行
財
政
改
革
を
断
行
し
て
一
般

財
源
の
投
資
的
経
費
を
確
保
し
、
い

か
に
足
腰
の
強
い
自
治
体
を
実
現
す

る
か
が
勝
負
で
あ
る
。

関
　
根

住
民
意
識
調
査
の
結
果
に
つ
い
て

報
告
し
て
く
だ
さ
い
。

有
　
田

住
民
意
識
調
査
の
結
果
に
つ
い
て

は
、「
合
併
に
期
待
す
る
こ
と
」
の

ト
ッ
プ
で
あ
る
「
行
財
政
改
革
に
よ

る
ス
リ
ム
な
役
場
」
と
い
う
住
民
の

気
持
ち
を
肝
に
銘
じ
た
い
。「
こ
の

地
域
の
ま
ち
の
将
来
像
」
で
は
「
地

域
の
美
し
い
自
然
を
残
し
、
活
か
し

ば
と
考
え
て
い
る
。

真
　
山

今
合
併
を
議
論
す
る
の
に
二
つ
の

側
面
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
国

が
市
町
村
を
支
援
し
て
い
け
な
い
た

め
、
今
ま
で
と
同
じ
枠
組
み
で
は
や

っ
て
い
け
な
い
と
い
う
切
羽
詰
っ
た

も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一

つ
は
、
今
ま
で
の
行
政
依
存
型
で
は

住
民
の
主
体
性
が
な
く
な
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
。
し
か
し
、
最
近
組
織
や

団
体
或
は
個
人
で
で
き
る
こ
と
は
自

分
た
ち
の
主
体
性
で
処
理
し
て
い
く

と
い
う
変
化
が
出
て
き
て
い
る
。
こ

う
な
る
と
、
今
ま
で
の
枠
組
み
で
は

な
く
、
新
し
い
枠
組
み
を
考
え
る
時

期
に
き
て
い
る
と
思
い
、
こ
れ
を
も

っ
と
大
き
な
枠
組
み
で
捉
え
た
も
の

が
合
併
で
あ
る
と
考
え
る
。

荒
　
田

七
月
二
十
四
日
の
第
三
回
協
議
会

で
「
合
併
の
方
式
」「
合
併
の
期
日
」

が
提
案
さ
れ
、
よ
う
や
く
議
論
の
で

き
る
内
容
に
な
っ
て
き
た
と
思
う
。

少
子
高
齢
化
や
財
政
問
題
な
ど
、
流

れ
は
合
併
の
方
向
に
向
い
て
い
る
。

六
町
が
一
緒
に
な
り
将
来
の
こ
と
を

議
論
し
、
合
併
と
い
う
手
段
を
使
っ

て
、
住
ん
で
よ
か
っ
た
と
思
え
る
ま

ち
づ
く
り
が
必
要
。

関
　
根
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）

合
併
を
進
め
て
行
く
側
と
合
併
を

考
え
る
側
も
、
こ
の
場
が
考
え
の
一

助
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で

は
主
催
者
を
代
表
し
て
有
田
弥
栄
町

長
か
ら
、
協
議
会
の
状
況
な
ど
報
告

願
い
ま
す
。

有
　
田

今
年
の
四
月
に
合
併
協
議
会
が
設

置
さ
れ
て
か
ら
、
協
議
会
は
こ
れ
ま

で
に
三
回
開
催
さ
れ
て
お
り
、
内
容

は
協
議
会
だ
よ
り
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
積
極
的
に
情
報
公
開
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
、
新
し
い
ま
ち
の
建
設

計
画
で
は
、
五
月
に
住
民
七
千
人
に

対
す
る
意
識
調
査
を
実
施
し
た
。
合

併
と
い
う
も
の
は
、
行
財
政
体
制
の

改
革
で
あ
り
ま
す
が
、
新
た
な
枠
組

み
の
中
で
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
を

行
っ
て
い
く
た
め
の
手
段
と
考
え
て

い
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
住
民
の

方
々
が
、
自
分
た
ち
の
地
域
は
自
分

た
ち
で
守
る
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
、

考
え
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
と
な
れ

関　根　英　爾 
京都新聞社 
編集局次長兼政経部長、
企画事業局長等歴任 
現在　論説委員室論説
委員 

せ き ね  え い じ  

真　山　達　志 
財団法人行政管理研究
センター研究員 
茨城大学人文学部助教授、
同志社大学法学部助教授
を経て現在、同志社大学法
学部教授行政学専攻 

ま や ま  た つ し  

森　内　捷　夫 
牛掘町長就任 
（昭和６３年 ４期） 
茨城県町村会政務調査
会長等歴任 
合併により町長勇退 
（平成１３年） 
潮来市名誉市民 

も り う ち  か ず お  
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員
定
数
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
か
。

有
　
田

議
会
と
町
長
は
車
の
両
輪
に
た
と

え
ら
れ
る
が
、
議
会
は
住
民
の
方
々

の
意
見
を
聞
い
て
進
め
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
う
。

真
　
山

日
本
で
は
、
議
会
を
通
じ
て
民
主

主
義
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

議
会
は
大
変
重
要
な
機
関
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
現
在
は
地
域
の
代

表
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
合
併

を
機
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

も
う
そ
ろ
そ
ろ
要
求
・
物
取
り
的
な

発
想
は
止
め
た
方
が
よ
い
。
特
例
法

の
中
に
は
地
域
審
議
会
の
設
置
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
、
地
域
単
位
で
住
民

の
意
志
が
表
明
で
き
る
も
の
で
あ
る

が
、
あ
る
一
定
の
決
定
が
で
き
る
よ

う
な
仕
組
の
追
加
が
必
要
。
こ
う
し

た
仕
組
が
で
き
る
こ
と
で
、
議
会
は

丹
後
全
体
を
広
い
視
点
で
捉
え
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
議
員
の
数
は
多
く

い
ら
な
い
。

森
　
内

潮
来
市
で
は
、
次
回
選
挙
で
定
数

を
三
十
六
人
か
ら
二
十
二
人
に
す
る

予
定
。
区
長
制
度
が
あ
り
、
区
長
に

地
元
意
見
を
調
整
し
て
も
ら
う
た

め
、
議
員
は
少
な
く
て
も
問
題
は
な

い
と
思
う
。

関
　
根

合
併
後
に
は
住
民
が
行
政
に
入
る

と
か
、
外
か
ら
協
力
関
係
を
結
ぶ
と

か
い
っ
た
住
民
参
加
が
重
要
に
な
る

と
考
え
る
が
。

真
　
山

今
ま
で
の
市
民
参
加
は
行
政
の
ル

ー
ル
で
や
っ
て
い
た
が
、
今
後
は
自

立
的
、
共
同
的
に
や
っ
て
行
か
な
い

と
た
だ
の
下
請
け
に
な
っ
て
し
ま

う
。
住
民
が
、
自
分
た
ち
の
自
由
な

発
想
で
や
る
場
合
、
サ
ポ
ー
ト
す
る

行
政
の
規
模
が
大
き
な
市
で
は
担
当

が
専
門
特
化
し
て
い
る
の
で
頼
り
が

い
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
新
し
い
住

民
と
行
政
の
係
わ
り
を
考
え
合
併
を

考
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
。

荒
　
田

や
は
り
、
町
を
良
く
す
る
た
め
に

は
、
合
併
と
い
う
手
段
を
使
っ
て
住

民
が
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
う
。

を
使
っ
て
い
る
が
、も
っ
と
子
供
に

も
お
金
を
使
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
大
き
な
意
見
だ
っ
た
。心
配
事
と

し
て
は
、地
域
住
民
の
声
が
届
き
に

く
く
な
ら
な
い
か
と
い
っ
た
こ
と
が

出
て
い
た
。こ
れ
か
ら
は
住
民
が
行

政
に
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、自
分

た
ち
が
何
が
で
き
る
か
考
え
、行
政

と
協
働
・
協
力
し
な
が
ら
感
動
一
杯

の
新
市
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
る
。

真
　
山

合
併
に
関
す
る
論
議
は
、
協
議
会

以
外
で
も
必
要
。
協
議
会
で
は
、
住

民
自
治
や
活
動
に
つ
い
て
、
新
市
に

ど
う
や
っ
て
引
き
継
い
で
、
更
に
発

展
さ
せ
る
に
は
ど
う
す
る
か
を
十
分

論
議
す
る
必
要
が
あ
る
。
最
近
、
法

定
合
併
協
議
会
を
設
置
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
離
脱
の
相
談
を
よ
く
受
け

る
。
協
議
会
を
設
置
し
た
か
ら
絶
対

合
併
と
い
う
こ
と
は
な
く
だ
め
に
な

る
場
合
も
あ
る
が
、
せ
っ
か
く
こ
こ

ま
で
論
議
し
た
の
だ
か
ら
よ
り
よ
い

合
併
の
姿
を
模
索
し
た
ら
よ
い
。
重

要
な
の
は
、
新
し
い
市
が
で
き
た
時
、

広
域
的
視
点
か
ら
専
門
性
の
高
い
行

政
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
と
、
広
域
的
、
客
観
的
な

視
点
か
ら
利
害
調
整
の
で
き
る
議
会

を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま

た
地
域
の
個
性
や
特
性
を
活
か
し
盛

り
上
げ
る
ア
イ
デ
ィ
ア
を
実
現
で
き

る
体
制
が
作
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
そ

し
て
最
後
に
こ
れ
ら
の
こ
と
に
住
民

自
身
が
主
体
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く

自
覚
と
覚
悟
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問

わ
れ
て
く
る
と
思
う
。

森
　
内

四
千
人
あ
ま
り
の
村
が
近
く
に
あ

る
が
、
そ
こ
に
民
間
の
本
社
が
一
社

引
っ
越
し
た
だ
け
で
、
交
付
税
の
不

交
付
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い

っ
た
民
間
と
の
接
触
や
勉
強
会
を
持

ち
、
い
い
ア
イ
デ
ィ
ア
で
ま
ち
を
創

造
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

関
　
根

こ
こ
で
新
た
に
市
政
が
敷
か
れ
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
マ
ス
コ
ミ
に
身
を

置
く
者
と
し
て
丹
後
半
島
か
ら
目
が

離
せ
な
く
な
る
。
こ
こ
に
は
こ
れ
か

ら
の
素
材
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
住
民

と
行
政
・
議
会
が
一
体
と
な
る
よ
う

な
市
政
を
め
ざ
し
、
今
後
も
論
議
を

進
め
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

荒　田　ケ　イ 
歯科医師 
社会福祉法人丹後大宮
福祉会 理事 
大宮町社会教育委員 
６町合併協議会委員 

あ ら た  け い  

有　田　光　亨 
弥栄町議会議員 
（昭和５８年 ２期） 
丹後６町連絡協議会長 
弥栄町長 
（平成７年 ２期目） 

あ り た  み つ ゆ き  

関
　
根

新
し
い
ま
ち
の
将
来
像
も
含
め
、

今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。

有
　
田

夢
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う

話
が
あ
っ
た
が
、
や
は
り
合
併
に
対

し
て
希
望
は
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
う
。
例
え
ば
、
人
口
で
同
規

模
と
な
る
福
知
山
市
な
ど
は
、
工
場

団
地
が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
ど
か
ら
工
場
出
荷
額
が
丹
後
と

大
き
く
違
う
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
を

将
来
的
な
目
標
と
し
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

荒
　
田

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
前
に
、地
域

の
二
十
代
か
ら
六
十
代
の
女
性
の
方

に
話
を
聞
く
と
、
合
併
に
つ
い
て
は

良
い
こ
と
だ
し
時
代
の
流
れ
と
い
う

の
が
大
半
の
意
見
だ
っ
た
。
ま
た
六

町
の
距
離
的
な
も
の
は
感
じ
な
い
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
道
路
整
備
や

循
環
バ
ス
の
運
行
な
ど
に
期
待
し
て

い
た
。次
に
、女
性
が
働
き
な
が
ら
子

育
て
で
き
る
環
境
整
備
や
、現
在
は

老
人
に
対
し
て
は
も
の
す
ご
く
お
金



解
消
し
て
い
か
な
あ
か
ん
な
ー
。

ノ
コ
ち
ゃ
ん

六
町
は
、
今
ま
で
に
何
か
つ
な

が
り
と
い
う
か
、
一
緒
に
や
っ
て
い

る
イ
ベ
ン
ト
な
ん
か
あ
っ
た
っ
け
。

答
　
え

現
在
、
六
町
合
同
で
行
っ
て
い

る
イ
ベ
ン
ト
と
言
え
ば
、
秋
の
定

番
で
あ
る
丹
後
総
合
体
育
大
会
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
は
、
六

町
で
は
な
く
網
野
町
、
丹
後
町
、

弥
栄
町
、
久
美
浜
町
の
四
町
で
秋

に
催
さ
れ
る
一
〇
〇
キ
ロ
ウ
ル
ト

ラ
マ
ラ
ソ
ン
や
、
宮
津
・
与
謝
と

丹
後
六
町
で
構
成
さ
れ
て
い
る
広

域
市
町
村
圏
事
務
組
合
で
「
ツ
ー

デ
ー
マ
ー
チ
」
が
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
。「
ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
」
は
、

本
年
九
月
に
網
野
町
を
主
会
場
に

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

ノ
コ
ち
ゃ
ん

そ
う
い
え
ば
、
私
達
小
学
生
で

は
峰
山
町
の
途
中
ケ
丘
公
園
で
、

丹
後
六
町
の
小
学
校
対
抗
駅
伝
大

会
が
あ
る
わ
。
そ
れ
に
、
少
女
バ

レ
ー
ボ
ー
ル
な
ん
か
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
丹
後
の
大
会
が
あ
る
の
よ
。
中

学
校
は
、
宮
津
・
与
謝
を
入
れ
た

丹
後
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
が
あ
る
わ
ね
。

れ
、
こ
の
二
つ
の
法
律
の
も
と
昭

和
二
十
八
年
に
は
九
千
八
百
六
十

八
あ
っ
た
市
町
村
が
昭
和
三
十
六

年
に
は
三
千
四
百
七
十
二
に
減
少
。

こ
れ
を
「
昭
和
の
大
合
併
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。

ベ
ン
太

わ
し
ら
は
、
今
ま
で
に
二
回
も

合
併
を
経
験
し
と
る
な
ー
。
当
時

は
、
現
在
の
よ
う
に
交
通
事
情
だ

と
か
、
道
路
事
情
だ
と
か
、
就
業

の
形
態
も
全
然
違
う
し
、
当
時
不

安
に
思
う
こ
と
と
現
在
不
安
に
思

う
こ
と
は
だ
い
ぶ
違
う
さ
き
ゃ
ー

に
、
現
在
は
現
在
の
不
安
材
料
を

答
　
え

日
本
の
町
村
の
数
は
、
明
治
二

十
一
年
末
に
は
七
万
千
三
百
十
四

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
明

治
二
十
二
年
に
市
制
・
町
村
制
が

施
行
さ
れ
る
と
、
一
万
五
千
八
百

二
十
と
約
五
分
の
一
と
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
を
「
明
治
の
大
合
併
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
昭
和
に
入
り
、

市
町
村
の
数
は
緩
や
か
に
減
少
し

て
い
き
ま
し
た
。
昭
和
二
十
八
年

「
町
村
合
併
促
進
法
」
が
制
定
さ
れ
、

ま
た
昭
和
三
十
一
年
に
は
そ
の
法

律
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
「
新

市
町
村
建
設
促
進
法
」
が
施
行
さ

ベ
ン
太
　

「
ち
ょ
っ
と
聞
い
た
ろ
」
も
、

も
う
四
回
目
だ
な
ー
。
今
回
は
の

こ
ち
ゃ
ん
が
質
問
し
て
み
ー
や
。

何
で
も
え
え
で
。

ノ
コ
ち
ゃ
ん

お
じ
い
ち
ゃ
ん
。
今
合
併
の
話

ば
っ
か
り
し
と
る
け
ど
、
私
、
自

分
の
住
ん
で
る
町
の
こ
と
し
か
知

ら
な
い
わ
。
他
の
町
の
こ
と
も
、

ち
ょ
っ
と
教
え
て
ほ
し
い
わ
。

ス
ル
乃

私
も
、
都
会
か
ら
嫁
い
で
き
た

の
で
、
地
元
の
こ
と
を
あ
ま
り
知

ら
な
い
わ
ね
ー
。

ベ
ン
太

ど
う
だ
え
、
ど
ん
な
質
問
で
も

答
え
ら
れ
る
か
え
。

答
　
え

分
か
る
範
囲
で
お
答
え
し
ま
す
。

ノ
コ
ち
ゃ
ん

今
の
町
は
い
つ
ご
ろ
に
で
き
た

の
。

答
　
え

お
お
む
ね
昭
和
三
十
年
前
後
の
、

「
昭
和
の
大
合
併
」
と
言
わ
れ
る
こ

ろ
に
、
今
の
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ノ
コ
ち
ゃ
ん

昔
は
た
く
さ
ん
の
村
が
あ
っ
た

の
ね
。
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峰山町 
峰山町  
大7.7 .1

口大野村  

奥大野村  

明25.3 .5

網野町  
明33.5 .1町制 

網野町  
明37.4 .1

網野町  
昭25.4 .1

大宮町  
昭26.4 .1町制 

間人町  
大10.4 .1町制 

久美浜町  
明27.11.24町制 

久美浜町  
昭26.4 .1

佐濃村  
昭26.1 .1

久美浜町  
昭30.1 .1

久美浜町  
昭33.5 .3

丹後町  
昭30.2 .1

八木村  
明32.7 .28

弥栄村  
昭8.2 .1

弥栄町  
昭30.3 .1町制 

昭23.4 .1
（竹野郡へ編入） 

豊栄村  
大14.12.1

大宮町  
昭31.7 .1

大宮町  
昭31.9 .30

峰山町  
昭30.1 .1

峰山町  
昭31.9 .30

（旧長岡村） 
※2

※1

※3

（旧善王寺村） 

吉原村 
丹波村 
五箇村 
新山村 
長善村 

網野村 
浅茂川村 
島津村 
郷村 
木津村 
浜詰村 

溝谷村 
吉野村 
鳥取村 
深田村 
野間村 

久美浜村 
久美谷村 
川上村 
海部村 
田村 
神野村 
湊村 
上佐濃村 
下佐濃村 

間人村 
徳光村 
八木村 

竹野村 
上宇川村 
下宇川村 

常吉村 
三重村 
周枳村 
河辺村 
五十河村 

大野村 

※1　大正7年7月1日、吉原村大字安の一部及び丹波村大字杉谷を峰山町へ編入。 
※2　昭和31年9月30日、長善村を大字善王寺は大宮町へ、大字長岡は峰山町へ。 
※3　与謝郡野間村（現弥栄町）大字野中小字大石を八木村へ編入。 



ベ
ン
太

中
学
校
の
大
会
は
、
昔
、
中
郡
、

竹
野
郡
、
熊
野
郡
の
中
学
校
だ
け

で
競
技
し
て
「
三
郡
」
い
う
て
言

う
た
ー
で
ー
。

ス
ル
乃

こ
れ
以
外
で
、
丹
後
六
町
が
一

緒
に
や
っ
て
い
る
も
の
は
何
か
な

い
の
。

答
　
え

丹
後
六
町
が
共
同
で
運
営
し
て

い
る
、
つ
ま
り
組
合
を
作
り
運
営

し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
六
町
住
民
の
安
心
安
全
を

守
る
丹
後
広
域
消
防
組
合
と
、
奥

丹
後
養
老
施
設
組
合
「
満
寿
園
」

で
す
。
ま
た
六
町
全
域
の
一
般
廃

棄
物
と
資
源
ゴ
ミ
に
つ
い
て
は
、

本
年
四
月
か
ら
「
峰
山
町
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
」
へ
搬
入
し
て
い
ま

す
。
不
燃
物
は
、
竹
野
郡
三
町
に

つ
い
て
は
竹
野
郡
塵
芥
処
理
組
合

を
作
り
対
応
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

以
外
で
は
、
竹
野
川
流
域
四
町
、

（
峰
山
町
、
大
宮
町
、
丹
後
町
、
弥

栄
町
）
で
、
弥
栄
町
内
に
竹
野
川

環
境
衛
生
組
合
（
竹
野
川
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
）
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ス
ル
乃

へ
ー
。
丹
後
六
町
っ
て
、
行
政

や
消
防
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ん
か
で
、

以
前
か
ら
結
構
交
流
し
て
る
じ
ゃ

な
い
の
。

答
　
え

行
政
以
外
で
は
、
網
野
町
を
除

く
五
町
で
一
緒
に
な
っ
た
、
丹
後

地
区
森
林
組
合
や
、
中
郡
、
熊
野

郡
で
作
る
（
社
）
丹
後
中
央
広
域

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
竹
野

郡
で
組
織
す
る
竹
野
郡
広
域
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
社
）
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

ベ
ン
太

交
流
す
る
の
は
え
え
こ
と
だ
。

そ
れ
に
ゴ
ミ
問
題
を
は
じ
め
、
丹

後
で
一
体
的
に
で
き
る
も
ん
は
や

っ
た
ら
え
ー
わ
。
こ
ん
な
ん
は
、

合
併
す
る
せ
ん
の
話
だ
に
ゃ
ー
し
、

ひ
と
つ
の
ま
ち
に
な
っ
た
ら
効
率

的
に
な
る
な
ら
、
そ
れ
も
え
え
ち

ゃ
う
か
え
。

ノ
コ
ち
ゃ
ん

交
流
っ
て
い
っ
た
ら
、
都
会
か

ら
観
光
客
を
呼
ぶ
の
に
、
丹
後
で

は
ど
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
。

答
　
え

丹
後
に
は
、
豊
か
な
自
然
と
四

季
折
々
の
風
情
が
あ
り
、
各
町
で

こ
れ
ら
を
活
か
し
た
事
業
を
展
開

し
、
広
く
丹
後
を
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
ま
す
。

ベ
ン
太

わ
し
も
ち
ょ
っ
と
は
知
っ
と
る

で
。
弥
栄
町
は
環
境
学
習
の
場

「
風
の
学
校
」
を
開
校
し
と
る
だ
ろ

う
。
丹
後
町
で
は
都
会
の
小
学
校

の
修
学
旅
行
を
誘
致
し
、
豪
快
な

地
引
網
体
験
を
さ
せ
た
り
し
と
る
。

大
宮
町
で
は
ブ
ナ
林
の
写
生
会
を

開
い
た
り
、
網
野
町
で
は
琴
引
浜

で
は
だ
し
の
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催

し
と
る
。
そ
れ
に
久
美
浜
町
で
は

久
美
浜
湾
で
ド
ラ
ゴ
ン
カ
ヌ
ー
大

会
を
し
と
る
し
、
峰
山
町
は
今
年

の
フ
ェ
ス
タ
「
飛
天
」
で
、
初
め

て
よ
さ
こ
い
踊
り
を
し
て
、
い
ろ

ん
な
と
こ
ろ
か
ら
団
体
が
参
加
し

と
っ
た
ー
で
ー
。

ス
ル
乃

各
町
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を

活
か
し
、
丹
後
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
を
図
っ
て
い
る
ね
。

ベ
ン
太

去
年
、
丹
後
半
島
の
屋
根
と
言

わ
れ
る
太
鼓
山
に
、
京
都
府
が
風

力
発
電
所
を
作
っ
と
ろ
う
が
。
あ

れ
だ
っ
て
、
結
構
見
物
客
が
来
と

る
ら
し
い
で
ー
。

答
　
え

現
在
で
も
、
丹
後
が
一
体
と
な

っ
た
観
光
振
興
事
業
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
六
町
が
一
つ
の
ま
ち

に
な
る
な
ら
ば
、
既
存
の
施
設
の

有
効
利
用
も
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
特
性
を
活
か
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な

観
光
振
興
策
と
い
う
も
の
に
も
期

待
が
で
き
ま
す
。

ノ
コ
ち
ゃ
ん

私
は
丹
後
の
自
然
が
大
好
き
。

こ
れ
だ
け
四
季
の
は
っ
き
り
し
た

場
所
は
他
に
は
な
い
と
思
う
の
。

だ
か
ら
、
何
と
か
こ
れ
を
活
か
し

て
行
け
な
い
か
し
ら
。

ス
ル
乃

私
も
ノ
コ
ち
ゃ
ん
と
同
じ
意
見

よ
。
都
会
は
都
会
の
良
さ
が
あ
る

け
ど
、
田
舎
は
田
舎
の
良
さ
が
あ

る
。
そ
の
特
徴
を
活
か
し
た
地
域

づ
く
り
、
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る

こ
と
が
大
切
ね
。

ベ
ン
太

な
ん
か
、
だ
ん
だ
ん
合
併
ち
ゅ

う
も
ん
は
、
た
だ
町
同
士
が
一
緒

に
な
る
だ
に
ゃ
ー
、
産
業
や
観
光

や
全
て
の
面
で
、
新
し
い
ま
ち
づ

く
り
を
考
え
る
い
う
こ
と
と
同
じ

だ
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
わ
。

ス
ル
乃

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
に
は
、
今
の
う
ち
に
不
安
材

料
を
出
し
て
、
対
応
策
を
考
え
て

も
ら
わ
な
い
と
ね
。
そ
の
た
め
に

も
、
も
っ
と
意
見
や
質
問
を
し
な

い
と
ね
。

7

4月より6町受け入れへ（峰山町クリーンセンター）

太鼓山に建設された風力発電所



8弥栄町・久美浜町合併協議会事務局）

八
月
十
二
日
開
催

総
務
・
企
画
・
議
会
小
委
員
会

◆
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取

扱
い
に
関
す
る
こ
と
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
継
続
協
議

◆
電
算
シ
ス
テ
ム
の
取
扱
い

住
民
・
財
政
情
報
シ
ス
テ
ム
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
状
況
等
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
確
認

◆
指
定
統
計
事
務
の
取
扱
い

国
勢
調
査
、
事
業
所
・
企
業
統
計

調
査
等
・
・
・
・
・
・
・
確
認

◆
財
政
事
務
の
取
扱
い

特
別
会
計
、
企
業
会
計
、
財
政
状

況
の
公
表
等
・
・
・
・
・
確
認

八
月
二
十
日
開
催

新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会

◆
新
市
建
設
計
画
に
つ
い
て

・
峰
山
町
・
大
宮
町
・
網
野
町
・
丹

後
町
・
弥
栄
町
・
久
美
浜
町
の
現

況
（
修
正
に
つ
い
て
）

・
新
市
の
将
来
像

新
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念

（
案
）
等
・
・
・
・
継
続
協
議

八
月
六
日
開
催

建
設
・
産
業
小
委
員
会

◆
建
設
関
係
事
業
の
取
扱
い
に
つ

い
て
（
そ
の
三
）

道
路
除
雪
、
河
川
環
境
整
備
、

住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
等
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
確
認

（
た
だ
し
、道
路
除
雪
に
つ
い
て
は

調
整
結
果
を
修
正
し
再
度
協
議
）

◆
農
林
水
産
業
の
取
扱
い
（
そ
の

三
）
林
業
・
緑
化
・
水
産
振

興
・
・
・
・
・
・
・
・
・
確
認

◆
商
工
観
光
事
業
の
取
扱
い

後
継
者
等
育
成
事
業
、
新
商
品

開
発
支
援
事
業
等
・
・
・
確
認

八
月
七
日
開
催

住
民
・
福
祉
・
教
育
小
委
員
会

◆
環
境
事
務
の
取
扱
い

生
活
排
水
処
理
計
画
、
犬
の
登

録
、
下
水
道
の
泥
上
げ
等
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
確
認

◆
塵
芥
処
理
の
取
扱
い

事
業
系
ご
み
、
告
示
産
業
廃
棄

物
等
・
・
・
・
・
・
・
・
確
認

のは何か。また、新市になった場合どういう取扱いに
なるのか。

部会長　昭和30年代の町村合併のとき、旧村の財産区を保管
したもので、内容については財政管理分科会の協議事
項となり調整中である。

委　員　出されている特別会計は独立採算制をとっておられる
と思うが、簡易水道など赤字が出た場合、そのまま新
市に移行するのか関係者が負担するのか。

部会長　まだ、そこまで議論にはあがっていないが、合併まで
にやっておかねばならない。

委　員　下水道について下水道及び農業集落排水などあるが、
会計処理上一つの会計として一本化されるのか。

部会長　一般会計同様、特別会計も6町統一される。特定の町
に限られた特別会計も一本化の方向。

（5）次回の議題について
協定項目の協議について

（6）次回の小委員会の日程
第6回総務・企画・議会小委員会

日　時　平成14年9月12日（木）午前9時30分
場　所　丹後町役場第4会議室

委員長　6町での協議ということだが、どのような形になるか
分からないが検討していきたい。

（2）協議第2号　19-9 電算システムの取扱い・・・・確認
主な意見

委　員　各町の電算の機種は統一できていないと思うが、シス
テムは変わらないか。また、調整結果の「システムの
改修」は費用を安くするため職員がやるのか。

部会長　機種は違うがシステムは町村会のもので統一されてい
る。またシステムの改修は、町村会の情報センターと
職員とが一緒になって取り組む。

委　員　町村会のシステムは人口65,000人には対応できない
のではないか。また市となれば町村会との関係及び委
託費はどうなるか。これは市役所等の位置が決まって
から進められるのか。また光ファイバーなど使った地
域イントラネットについても検討しているか。

部会長　町村会の構成には市は入っていないが、システム使用
の了解は得ている。町村会システムは人口3万人未満
を想定しているので、新市になれば7万人程度の規模
にしなければならず費用もかかるが、今研究中である。
また、事務所の位置に関しては電算のみならず全ての
事に影響してくるので、早急に決めていただきたい。
準備期間としては1年は必要と考えており、この期間
が短縮されると不具合が心配される。地域イントラに
ついては、規模が広くなるので光ファイバーでないと
無理と考え、各町で将来に向け光ファイバー等の整備
が必要と思う。

（3）協議第3号　21-8 指定統計事務の取扱い・・・・・確認
主な質問 特になし
（4）協議第4号　21-17 財政事務の取扱い・・・・・確認
主な質問

委　員　峰山町にある峰山財産区・五箇財産区特別会計という



9 （文責　峰山町・大宮町・網野町・丹後町・

日　時 平成14年8月12日（月）PM1:30～PM3：01
場　所 峰山町役場
出席者数 14人
主な議題
（1）協議第１号　6 議会議員の定数及び任期の取扱いに関す　

ること
（2）協議第2号　19-9 電算システムの取扱い
（3）協議第3号　21-8 指定統計事務の取扱い
（4）協議第4号　21-17 財政事務の取扱い
（5）次回の議題について
（6）次回の小委員会の日程
議事経緯
1委員長あいさつ
2会議の成立確認
3議事
（1）協議第１号　6 議会議員の定数及び任期の取扱いに関す

ること･･･継続協議
主な意見

委員長　前回欠席でしたので、網野町議会の協議の状況を報告
願います。

網野町　特例を適用するとかしないとかいったことに対して
色々な意見が出た。

委　員　前回の小委員会での報告以降、各町議会での新たな進
展はないか。

峰山町　話し合いはあまり進展していないが、小選挙区、地域
割りといった話は議論にならず、峰山町議会では考え
ていない。

丹後町　特別委員会は開いたが結論は出ていない。しかし、3
号委員の意見を十分聞いて進めてほしいということだ
った。

大宮町　17人中16人の出席で特別委員会を開いた。第1に、ア
ンケート結果を受け合併と同時に選挙を行うというの
が全員。第2に選挙区については、12人が大きな面積
の中で住民の意見が反映できるかといった危惧がある
が、住民の意見を聞くための自治会組織等が整備でき
れば、小選挙区制を設けないとした。また4人は、最
初一回だけは小選挙区制がよしということだった。定
数については、30人というのが14人、一回は30人に
こだわらずというのが1人、小選挙区制をとった場合
の１票の格差調整に特例を使うというのが１人だっ
た。

弥栄町　特別委員会を開き、弥栄町議会として秋までに結論を
持ってあがりたいということになった。

久美浜町 アンケートの意見を重要視しなければならない。また
特例なしで選挙と言う意見が多いように感じている。

委　員　前回、６町議会の研究会等で議論するということにな
っていたがどうか。

委員長　調査研究する機関での協議は困難と考え、審議しない
こととなった。

委　員　各町議会の決定が違えばどう判断するのか。この場で
決定を覆すことは至難ではないか。

委　員　協議会の運営規定では、小委員会で調査、審議すると

あり、最終的にはこの小委員会で審議するのだろう。
しかし、住民の代表である議員の意見を尊重していか
ねばならず、大宮町のように決定ではなく数で出して
いただけると意向がよくわかる。住民アンケートを重
視する中で、合併への期待の１番が行政経費の削減で、
町別に見ると７割近い数字もある。逆に不安の中で、
議員数が減ると住民の意思が反映されないという意見
は、極めて低い２割程度しかない。104人の議員では、
議場や運営面から難しいと思うし、市長と同時に選挙
となれば初めての市民参加の行事となる。

委　員　104人でいくとなると、アンケート結果に反すると思
う。弥栄町では、区長制度など住民要望等を引き上げ
る各種の制度があり、そういった住民意見を反映する
ための制度なりを考えたら、特例を使わなくてもいい
のではないか。

委　員　各議会の意向を聞かしていただくと、在任特例は適用
しないという意見が多いように感じる。こうなると定
数特例が問題となってくると考える。前回、選挙制度
について部会で論議するとなっていたがどうなったの
か。また、前回から各議会での協議があまり進展して
いないように感じ、これでは秋までにという意向でや
っているのに、来年の選挙を控え間に合わなくなる。
もっと議会同士の意見交換をして出していただきた
い。

部会長　部会の方では最終的な結論は出ていない。分科会では
地方自治法上の原則でいくべきという意見だった。

委　員　3号委員の意見としては、特例を使わずに即選挙とい
うことになろうかと思うが、そうではなしに来年早々
に選挙を控えている町がある中で、もっと自ら意見を
統一して出していただいたらありがたい。

委　員　いつまでに決めるのか、あまりにも漠然としている。
民間では、いろんな計画を立てるのにも期日というも
のを決めるし、お得意様に物を納めるため納期という
ものを決める。それに、各町議会が統一した結論にな
るとは思えないし、調整が入るようだとずるずるいっ
てしまうかもしれない。各議会での結論の期日を協議
会において決め、決定事項として各町議会に示すとい
うのはどうか。

副委員長 各議会とも自分のことは決めにくいが、ある程度の線
は出していく必要はある。

委　員　議員のことについて、委員になったからといって個人
の主観で発言することはできない。また、各議会から
持ってきた意見は覆せない。6町での協議は絶対やっ
ていただきたい。合併協議会の設置など、6町の議会
組織が動いたのに、このことではなぜ動けないのか。

委　員　各町議会で結論を出したのでは先行きしないと思う。
私は議会での結論は出さないでおき、みんなの意見を
聞き、私の意見で発表したい。結論を出してしまうと、
代表として覆すわけにはいかなくなるので、各議員と
も議会での意見を踏まえて、自分の意見として賛否が
出せるようにしていただきたい。

委　員　大宮町のように、数で提示していただいたらそれが協
議の基盤になると思う。6町で集まっていただき、大
宮町のようなやり方を検討してもらえば、もっと進展
するのではないかと思う。6町とも同じ観点で、特別
委員会などで今日の雰囲気を伝えていただきたい。
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（3）その他（合併に係る自由発言）
委　員　今日で5回目の小委員会が終わったが、法令的な事務

事業の調整に費やす時間が長くないか。各協定項目の
議論の計画及び現在の進捗状況を聞きたい。

事務局　全体の流れからいくと３ヶ月ほど事務的には遅れてい
ると考える。しかし、お盆の間も各町長に議論をして
いただいて遅れを取り戻しながら、新しいまちの姿と
いうものを早くお見せできればと考えている。

委　員　大半の住民は、何となく合併するだろうと思っておら
れるようですが、住民が新市に対する新しい希望が湧
くような議論を、この場もやっていく必要がある。地
元の住民説明会の中で、「6町寄るんだけども、新しい
まちを作るんだという意欲の基に議論する事が大事だ
と」という意見があり、ものすごくインパクトがあっ
た。

委　員　私の町では、合併問題に対し議員もどういう形で住民
と関係を持っていくかということで議論した。まだ答
えはないが、とにかく一定の説明をして意見を聞くと
いうことで懇談会をすることになった。

委　員　女性の集まりがあり、年をとって車が運転できなくな
った場合の循環バス等やこのための道路整備の必要
性、老人に手をかけ過ぎており、老人の持てる能力を
引き出す方策の検討、やはり子供に対してもう少し費
用をかけるべきなど、いろいろな意見が聞けた。大き
な声となっていると思うのは、老人だけでなく全ての
ハンディキャップのある人（子供であることや痴呆で
あることもハンディキャップと考える）をみる、大き
な視点での福祉を考えるべきとの意見であった。

委　員　新市のビジョン的なものを出してもらえたら参考にな
る。また期日について、特例法では平成17年3月31日
まででよいが、市になるために1年繰り上げるという
ことが説明しにくい。福祉事務所が設置できるといっ
た市の業務など、一般町民にも分かりやすい資料をも
って説明することが必要。

委　員　住民説明会に参加する人が少ない。普段、何本かアン
テナを張り巡らしたが合併に対する意見が1件も無い。
町会議員であれば、陳情なりで地域の声などわかるか
もしれないが、3号委員の学識経験者では地域の声が
わからない。今日までの小委員会で協議された事務的
なことはどんどん前に進めてもらって、フリートーク
でもよいから福祉問題、教育問題等の議論できる時間
を残してほしい。

事務局　他の小委員会でも、新しいまちについて議論するのに
「事務所の位置」などの重要なことを早く提示せよと
いうことがあった。ここでの話は、正副委員長を通じ
て新市建設計画策定小委員会で出してもらい、新市建
設計画に反映させていきたいと考える。建設計画は、
事務的には10月に中間まとめを出したいという事で
作業を進めている。

委　員　小委員会の運営、進め方について、８割位は法律・条
例で決まった中味なので、機械的にテンポよくやって
いったらどうか。例えば、前回議論を深めた「エンゼ
ルプラン」のようにテーマを絞って論議をするとかい
った工夫がほしい。

委　員　我々一般の住民にとって、最後は合併するかしないか
わからないところで議論してるというのは何か変であ

る。早い時期に合併するかしないか決めてしまって、
それに対して合併しないのならどう生きていくか、合
併するなら住みよい新しい市はどういうふうに自分達
が作っていくのか考えないと、なんかその辺が煮え切
らず、私の4ヶ月間の悩みであった。

委　員　３月議会での法定合併協議会の設立の提案では、合併
の是非を含めて合併に関するあらゆる事項を協議する
ということで賛成しているのだから、合併を前提とせ
ず住民とよく相談、検討しながら進めていくという視
点が大事だと思う。

委　員　丹後町には「合併を考える会」があり、市になった場
合「丹後」という2文字をのけて、市の新しい市名は
できないだろうという意見があった。また、特に海岸
を持つ３町では、観光産業という重大な事項を十分捉
えてやって欲しいという意見もありました。

委　員　合併について同僚に話した事は、一つは合併したから
といって急にばら色の世界が広がるわけではない。も
う一つは国からの財政措置といっても、協議会の必要
経費ぐらいのことであって、合併特例債で事業をしよ
うと思えば必ず3分の1の自己資金はいるということ。
また、住民の発議によって協議会を設置することが法
的に認められているが、合併に対しての住民投票はな
い。協議会で作り上げた、合併後の新市の姿の是非を
問うのは各町議会であると考える。合併に賛成の人も
反対の人も、同じ地域社会を形成しているのだから、
理解を得なければならないし、少数意見も尊重しなけ
ればならないが、最終決定は多数決だと思う。

委　員　先ほど、議員の皆さんが住民説明会に行かれると聞い
たが、最終、議会の場において意思決定される議員が
地域の皆さんのご意志を十分聞いていただく事が非常
に有効と考える。

委　員　平成16年3月1日に新市に移行するとして、6町が合併
するという決定、また総務省まで上がって行くために
は、来年の８月までにということだったと思うが、も
っと早い時期に決定できないか。

委　員　市になったら、こういうまちづくりがしたいというこ
とを議論するためにも、テーマを決めていただいて、
委員の発言の場を作っていただくことは賛成です。

委　員　私は、合併については財政的なものだけでなく、新し
いまちづくりのスタートと信じて構えている。そうい
う中で、この小委員会でも協議会においても自分の考
えている夢を少しでも話したい。この場所は、合併を
する為の事を検討する場所であり、合併をしないため
の事を検討する場所ではないと思う。丹後は1つとい
うことから、網野町がどうであれ丹後町がどうであれ、
峰山がどうであれ、こんな狭いところでは地域エゴを
出すような地域では決してないと思う。

副委員長 次回の小委員会では、適当なテーマを設けてという提案
があったが、適当なテーマがあれば何か出してください。

委　員　市になれば福祉事務所を設置しなければならないが、
それに対してはどういうメリットがあるかということ
でどうか。

副委員長 そうでしたら、次回は福祉事務所の問題をテーマとし、
福祉、教育、介護保険といった全般的なことについて
もフリートーキングを行うこととする。

（4）次回の議題について
・協定項目の協議について

（5）次回の小委員会の予定
・第6回住民・福祉・教育小委員会
日時　平成14年9月12日（水）

午後2時30分～
場所　弥栄町役場大会議室
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るのか。
部会長　峰山町の１３業者というのは、峰山町クリーンセンタ

ーへの搬入の関係で、他の５町の許可業者が数字とし
て入っている。また、大宮町は３業者だが、ごみの種
類によって業者が違うなど、他の町でもごみの相当量
ということで、１業者に絞ることはしていないと思う。

委　員　ごみについては個人の直接搬入が原則であるが、民宿
など２～３人のグループでパッカー車を買って搬入す
る場合許可がいるが、それを制限している町がある。
ごみの収集運搬にはし尿のように合特法がないので、
許可業者の整理は重要と考える。

部会長　個人的には、不景気の時代に収集運搬業を始めようと
する場合、廃棄物処理に関心と能力があれば許可した
らいいと思っている。

委　員　町単独の条例での許可制なら、新市になって届出制に
したらよいのではないか。

部会長　国の廃棄物処理法で、一般廃棄物は町長が責任を持っ
て処理することになっており、事業系のごみは町が直
営もしくは委託業者でやらない分について許可するこ
とになっている。業者選定については、新たにパッカ
ー車など設備を整え参入となると、単年度契約では採
算が合わないし、また町として安定した収集体制を維
持するためにも契約期間を概ね５年間としている。

委　員　実態は、経営の目安といわれる５年間を考えた経費よ
り安く設備投資されているのではないか。そうすると、
その５年間で検討した契約期間はおかしいので、６町
で足並みを揃えるべきではないか。

委　員　久美浜町では、業者は新車で参入し単年度契約だが、
その妥当性はどうか。

部会長　現実的に考え、一日で丹後一円を回れる業者はないと
考える。部会では、５年間ぐらいは地域に精通した今
の業者が妥当で、契約終了時に契約方法も含め新市で
検討するということにしたい。久美浜町については単
年度契約だが、新車で参入しており１年で変えられる
かと言ったらなかなかそういう訳にはいかない。

委員長　課題の中で、ごみ処理施設のうち不要となった閉鎖施
設の取扱について検討となっているが、この場で検討
をするということか。

部会長　こういった問題点があるということだけ提起したも
の。

委　員　負の財産も移行するという意味で、合併したら市の問
題である。また費用については、市になってから取り
壊しても今しても費用を負担していく意味では同じこ
とではないか。

委員長　竹野郡塵芥処理組合、大宮町、久美浜町の閉鎖施設に
ついて、ダイオキシン問題等で多額の取壊し費用がか
かるならこのまま移行すればよいのではないか。

事務局　閉鎖施設については、設置者である町長の話し合いが
必要であり結果がでたら報告する。

委　員　告示産業廃棄物について、内容が町により違うがどう
いうことか。

部会長　廃棄物処理法で、町が処理できるのは一般廃棄物に限
定されているが、地域住民の利便性を考え、告示する
ことで産業廃棄物の一部が扱えることになっており、
峰山町では条例に定めている。他の町では、便宜上場
内の仮設道整備のためなど、用途に応じて引き取って
いる。

日　時 平成14年8月7日（水） PM1:30～PM4：47
場　所 アグリセンター大宮
出席者数 13人（欠席１人）
主な議題
（1）協議第１号　19-13 環境事務の取扱い
（2）協議第２号　19-14 塵芥処理の取扱い
（3）その他（合併に係る自由発言）
（4）次回の議題について
（5）次回の小委員会の予定
議事経緯
1委員長あいさつ
2会議成立確認
3議事
（1）協議第１号　19-13 環境事務の取扱い・・・・・・確認
主な質問

委　員　犬の散歩に伴う糞の処理について、良い方法を考え新
市に引き継いでほしい。

部会長　新市に引き継ぐまでもなく、それぞれの町に指導する
よう伝える。

委　員　下水路の泥上げについて、取組や経費負担など各町で
違うが、どういった検討をし新市に移行するのか。

部会長　下水路の泥上げなどは、地域で自発的にやっていただ
いているところが多いが、経費負担を実施していると
ころも含め、新市に移行して地元の協力を得られるよ
うな形にしていきたいし、自発性を助長させるような
取り組みにしていきたい。

委　員　これは、自治区に対する補助金の問題にも絡んでくる
と思う。

事務局　自治会の役割については他の部会において協議してお
り、今後協議資料を全委員に配布するので、その時点
で意見を出してほしい。

委員長　調整結果の中で「薬剤散布による環境への影響、住民
要望の減少を踏まえ、実施の見直しも含め」などとな
っているが、どういう意味か。

部会長　現況では、下水など環境整備が進み、かつ環境問題へ
の意識の高まりがあり、煙霧消毒の拒否や薬剤の環境
への影響に対する不安があり、こうしたことからも制
度の利用がないといった状況も見られる。もう少し状
況を把握することで、新市で検討したい。

（2）協議第２号　19-14 塵芥処理の取扱い・・・・・・確認
主な意見

委　員　ごみの収集運搬委託業者について、峰山・大宮・網野
町は５ヵ年契約となっているが他の町はどうか。また
調整結果が「委託業者については契約期間満了まで」
となっているが、新市になってもこの５ヵ年の契約期
間が有効ということか。

部会長　峰山町のみ５ヵ年ということだが、大宮・網野町は単
年度契約とし、問題が無い場合、概ね５年を目途に毎
年延長することとしている。この内容で新市に引継ぎ、
契約満了時にどうするか決定していただく。

委　員　昨年、峰山町は春、大宮町は秋に契約を結んでいるが、
合併の話があった中で、どうしてこういう契約となっ
たのか。網野町は、合併すると変更になるかもしれな
いとして単年度契約をしている。また事業系のごみに
ついて、峰山町は１３業者あり網野町は１業者に限定
している。他町では、どのような形態で許可されてい
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委　員　方式は対等合併と考え、期日も市の要件を満たす3月
31日と3月1日では大差ないと思う。しかし、本来町
村合併というのは研究会なり任意の協議会が先行して
行われ、行政と議会等が意志の疎通を図った上で法定
協議会というのが当然だろうと思うが、６町の場合は
違う。合併について議会のみに責任を持たせられるの
では、２年間の協議は大変だと考える。

委　員　私は名称として「京たんご市」を考えている。また、
合併した場合、この町にはこういったところが不足し
ている、こういう施設がないといったことを検討され
たい。今、私の町には、500人くらい収容できる多目
的ホールを作ってほしいと願っている。

委　員　新しいまちの姿が示されるのを待っている。新しい市
の誕生に向け、住民の立場に立って、夢や希望や意見
を反映させるのが私の役目。しかし、この小委員会が
どれくらいのスピードで進んでいるのか正直わからな
いが、3月1日という合併の期日よりも、よその例を
見ると10月1日という期日の方が良いと考える。住民
の皆さんには何故平成16年3月1日に合併するのかと
いう事がわかりにくいと思う。

委　員　合併の方式、合併の期日について、私は原案に賛成。
しかし、合併の決定が議会にあるとはいえ、合併協議
会には首長や議会代表も入っており、この場でまとめ
た意見については、新市に反映させようという思いを
持って議論いただかないと、協議会の意義がない。各
部会で調整したものを協議会で一括審議し、後は議会
まかせで良いというのでは、３号委員は何をしに来て
いるのか分からない。また、新市の事務所の位置や名
称を提案されるまでに、新しいまちのビジョンを作る
べき。新市の建設計画で、合併したらこういうまちに
しますよとの提案を早く出していただかないと、実際
の議論は出来ない

委　員　どういうまちを皆で作っていくかという事が、やはり
一番大事な協議の目的。このことを協議会で十分議論
すべき。それぞれの町が合併した事によって良くなっ
ていくような形、今日までにない新しいまちをつくっ
ていくという意気込みがなければ協議の意味がない。
新しいまちをどう作っていくかということに、もっと
もっと時間を割いていただきたい。

委　員　新しいまちの絵が見えてこないので、住民に説明でき
ない。後から出していこうというのでは、住民の関心
が盛り上がらない。新たな市を描く中に、我々の夢と
希望を描いていける事に一番期待している。今は正念
場であり、新市の事務所の位置と名称を早く出される
ことにより、住民意識も高まってくるのではないか。

委　員　合併の方式・期日はこれでよい。鳥取県に合併の視察
に行き、そこでは合併を機にまちが大きくなるだけで
はなく、合併を機にどういったまちづくりをしていく
かという事が前面に出ていたように思う。インターネ
ット等を使い、住民の皆さんがどのようなまちづくり
を構想・希望されているか、夢を持たれているかとい
うことを、合併協議の中に反映させ、また新しいまち
づくりの構想の糧にできないか。庁舎の位置は、車に
乗れない年代の人も気軽に庁舎に行けるように、北近
畿タンゴ鉄道も視野に入れた、アクセス方法を検討願
いたい。

委　員　この前の合併協議会に一般財政のシミュレーションが
出たが、特別会計のシミュレーションも出されたい。
この前の住民意識調査に、合併後に検討を要する項目
がたくさんあったので、良くしていくためにも委員全
員の検討が必要。新市建設計画は、新市建設計画策定
小委員会だけでなく、各小委員会ごとにざっくばらん
に議論するのが良いと思う。

委　員　新市の絵が頭の中に描けるようになってから期日を決

めて、それから合併の是非を問うというのがよい。後
は名称・事務所の位置は早めに出し、十分討議するの
がよい。なかなか住民投票という訳にはいかない。

委　員　住民には、何故３月１日に合併しなければならないか、
なかなか理解できない。

委　員　合併するなら市の方がいいというのが世論だろうと思
う。そうすると平成16年3月31日までにと決まってく
るわけだが、それまでに新しい市の姿が見えないとだ
めになる。小委員会で検討して早く新しい市の姿を出
さないと、意見が盛り込めない。少しでも良くなるこ
とが原則で、良い方向の絵を描くことで町民も新しい
市と感じることができる。

委　員　合併は、最後、案件として議会で議決されるが、法定
協議会で決まったことを私らが覆す権利があり、私ら
が最終的に決めると言って威張っておられる議員がい
るが、本当に議会の場で住民の意見を反映して、議論
を戦わしてもらえるのか。

委　員　この合併のやり方は、明治、昭和とあまり変わってい
ないように思う。同じように委員会等を作り村議会に
かけ賛成・反対とやっている。協議会で合併を決めて
も、最終的に住民に理解を求め苦労されるのは、その
時の町長であり、町会議員さんである。

委　員　合併問題は、地域エゴのような議論の応酬が必要。第
3回協議会の時、基本４項目の内「方式」と「期日」
が提案されたが、何故「新市事務所の位置」「名称」
という後の2項目を出さなかったのか。こういう項目
に、今後エゴらしき発言が出ると思う。そうした発言
が出る中で、合併が成功する礎ができると思っている。

委　員　村が明治初年頃にでき、旧村意識が芽生えた。これが、
大正から昭和の合併を妨げた。地元エゴ、旧村意識、
町民意識というものは、たまたま偶然の組み合わせで
生まれたもので、必ずしも絶対性はない。より良いま
ちを作り上げるためには、多少自分達のエゴを捨てて
ものを言わないと協議会はまとまっていかない。本音
を出すという事も大事だが、もっと大所高所に立ち、
根拠のないことにとらわれないことも大事である。

事務局長 今回の合併協議に対し、何か腫れ物にさわっているよ
うな気持ちだが、後で町民をだましたと言われないよ
うに協議して行かねばならない。ここはひとつ、６町
の首長さんに、世の流れを理解し、本当にふんどしを
締めて頑張ってもらわなければならない。

委　員　合併協議会の協議の進捗状況は？
委　員　各町で今まで行われたマニュアル的な住民説明会でな

く、新市建設計画が出来れば合併協議会で住民説明会
がしていただけるのか、また各町が説明会をされるのか。

事務局　合併協議会は、あくまで協議をする場。建設計画の中
間まとめを基に、各町において責任を持って地域に入
って説明会をしていただくということで、理事者の方
と協議済みだが、その時期は未定である。現在事務レ
ベルで３ヶ月程度の遅れと考えている。例えば、事務
所がどこか決まらないと提案ができない案件などがあ
るが、決まれば提案の段取り等は出来ているので、３
ヶ月という遅れ取り戻すことは可能だと思う。

委　員　今日までの丹後の合併は、上からの押し付けではあっ
たけども、強制ではなかったということが自慢になっ
ている。丹後の良さは、住民に十分納得してやってき
たという伝統があり、そこも計算に入れておいていた
だきたい。

（5）次回の議題について
協定項目の協議について

（6）次回の小委員会の予定
第6回建設・産業小委員会
日時　9月18日（水）

午前9時30分から
場所　久美浜町福祉センター



13 （文責　峰山町・大宮町・網野町・丹後町・

日　時 平成14年8月6日（火） PM1:30～PM4:30
場　所 アミティ丹後（網野町）
出席者数 14人
主な議題
（1）協議第1号　19-24 建設関係事業の取扱い（その３）
（2）協議第2号　19-28 農林水産事業の取扱い（その３）
（3）協議第3号　19-29 商工観光事業の取扱い（その３）
（4）その他（合併に係る自由発言）
（5）次回の議題について
（6）次回の小委員会の予定
議事経緯
1委員長あいさつ
2会議成立確認
3議事
（1）協議第1号　19-24 建設関係事業の取扱い（その３）・・

・・確認（ただし、9.道路除雪につ
いては調整結果を修正し再度協議）

主な意見
委　員　峰山町では河川の除草に対し作業主体の区に助成をし

ているが、峰山町のみということで調整方針では「峰
山町の制度は一旦廃止して」となっているが、各地区
とも助成にウエイトをおいて取り組んでいるので、廃
止というのは無くしていただきたい。

部会長　他町では自主的にやっておられるので、峰山町だけ助
成制度を残すのはどうか。弥栄町、久美浜町ではボラ
ンティアで地域が自主管理を行っている。各町の実情
を調査し、どの河川を助成し、どの河川を区にお願い
するかということを新市で検討するため、一旦廃止と
いう調整結果となっている。

委　員　除雪体制について、調整結果に「除雪路線を減少させ
ることなく」「追加することも検討」とあるが、新市
になると今までのように職員が除雪に出ることは難し
いと思うが、全て業者委託とするのか。

部会長　除雪路線については、集落内の除雪要望が高まってい
るので追加をしていく。しかし、新市になれば支所を
置くかどうか、またその支所に配置される職員の関係
や通勤距離が長くなることなどを考え、すべて職員で
やるのは難しいと考えるので、業者委託を中心に考え
ていきたい。

委　員　弥栄町だけは、町の職員だけで立派な除雪をやってい
ると聞いているが、私の町では出来上がりが非常に悪
い。しかし、職員だけでやるのはコストが高いのでは
ないかと思っている。従って、調整結果には「業者委
託」ということを具体的上げておいた方がよいと思う。

部会長　業者でもオペレーターによって差があると思う。また、
最近下水道整備によるマンホールが道路から突出し
て、非常に危険な状態になっている。

委　員　この調整結果では、統一が図られていない。住民にと
って非常関心が高いと思うが、新市になり、民間委託
にしたから除雪が悪いという結果にならないよう、オ
ペレーターの体制をとることを考えた上で「業者委託」
と明記した方がよい。

部会長　原則として「業者委託」と考えているが、業者のオペ
レーターの数を把握しておらず、路線を減少させられ
ないということから一部職員の配置も止むを得ないと
考える。

委員長　道路除雪に関しては、委員の意見を踏まえ、次回調整
結果を修正の上、提出されたい。

委　員　公共事業再評価について、峰山、大宮、弥栄町にはそ
の組織があるのか。また、住宅マスタープランとは具

体的にどのようなことが行われるのか。
部会長　公共事業再評価については、今まで対象事業がなく、

町で委員会を開いたことはない。住宅マスタープラン
は民間も含めた総合的な計画であるが、実際は民間業
者のこともあるので計画通りに進んでいない。

委　員　竹野川の下流に当たる丹後町では、上流より多量の草
等が流れてくるが、河川環境整備のこの調整結果で防
げるのか。

部会長　下流に流すことはあってはならないこと。しかし、河
川の除草作業などは、大きな河川の場合刈った草をそ
の場で持って出るのは非常に困難。今後そういったも
のの除却を検討していかねばならない。

（2）協議第2号　19-28 農林水産事業の取扱い（その３）・・確認
主な意見
委　員　造林事業の中で、大宮町の場合個人にも助成している

のか。また町行造林などの財産は新市に引き継ぐのか。
部会長　大宮町の場合、１０アール以上３００本の苗木補助と

いうことで事業は伴わないものである。いずれにして
も、各町の制度がまちまちであり、統一したい。また
財産の問題は、今後他の部会と調整する。

（3）協議第3号　19-29 商工観光事業の取扱い（その３）・・確認
委員会意見：人材育成や中小企業の研究開発に係る支援体制

等、新しい市の産業活性化を図る施策の充実を検
討されたい。

主な意見
委　員　後継者等育成事業の調整結果にある「新たな制度を検

討」とあるが、具体的にどのようなことを考えている
のか。また、少子高齢化と言われる中、この問題は大
きなウエイトを占めると思うので、調整結果に人材育
成についても入れてほしい。

部会長　住民意識調査の中で、商工業の振興は非常に期待され
ており、部会では大変重要な問題と位置づけ、それぞれ
の町の良いところを併せて一つの制度を考えていく。

委　員　商工振興事業として、各町色々な事業を取り組んでお
られ、調整結果として「統合する方向」となっている
が、例えば大宮町のやっている「中小企業者グループ
等研究開発事業支援補助事業」などは生きてこないの
ではないか。こういったものは新市になっても是非と
も残してほしい。

委　員　調整する場合、合併により、よりよいサービスが提供
できるといった、夢のある調整結果にしてほしい。

（4）その他（合併に係る自由発言）
委　員　新しいまちを作っていく時は、過去の経験からものを

言うのではなく、住民意識調査にもある、次代を担う
若者の意見を汲み取ってほしい。中心地は扇の要の網
野町が一番ふさわしいと思う。やはり、海を中心にま
ちづくりをするという事が、これから丹後を発展させ
る一番大きな力になると考える。名称については、歴
史的に考えて久美浜市という名前がよい。

委　員　方式は対等でいいが、分散型か一局集中型かというの
を早く出していかないと、町民に対して説明できない。
分散型とするなら、本庁はどこにあっても構わない。
また、意識調査で不安がたくさん出ており、このこと
を勘案して、どういうまちにするのか案を早く出すべ
き。市の名称は、アンケートをとったり、投票しても
らうなど、住民の関心を高めることが一番大事。さら
に、もっと町民に近い料金の問題などを議論出来る場
が作って欲しい。
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日　時 平成14年8月20日（火）PM1：30～PM2：50
場　所 弥栄町役場大会議室
出席者数 20人
主な議題
（1）協議第１号　新市建設計画について

・「２　峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美
浜町の現況」（修正について）

・「新市の将来像」
（2）次回の議題について
（3）次回の小委員会の日程
議事経緯
1委員長あいさつ
2会議成立確認
3議事
（1）協議第１号　新市建設計画について・・・・・継続協議

・「２　峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美
浜町の現況」（修正について）

主な意見
委　員　６町の位置・地勢の中で、しめに当たる部分について、

明るくするため自分なりに文章を考えてきたので参考
にしてほしい。「気候は四季の変化に富み、春は比較
的晴天の日が多く果樹の花園となる。夏は暑い日が続
き、海岸地域は水泳客、山間部はキャンプの客で賑わ
う。秋は“うらにし”と呼ばれるぐずついた天候が続
くが、松茸、果物、農作物等の収穫で潤う。冬の日本
海は荒れ模様となるが、カニ漁等々の海の幸で、また
山間部は積雪１メートルという日もあるがスキー客で
活気づく。」

委　員　新市建設計画の構成の中で「（9）既存計画にみるまち
づくりの考え方」では既存計画とは６町の基本計画と
読めるが、これを整理するだけでは、広域市町村圏計
画や京都府の長期計画の位置付けとの役割分担が明確
にできないのではないか。また、各町の総合計画にお
ける自主性も大事。

事務局　建設計画は、各町の総合計画を土台とするという意味
合いと考えていただきたい。構成案は最終的に計画の
目次となるもので、皆さんの意見を参考に修正させて
いただく。

・「新市の将来像」
主な意見
委　員　基本理念は生活・健康福祉・活力の３本柱だが、６町が

一緒になるのだから、その根底に精神的なものがもう
１本いる。例えば「共に支えあうバリアフリーのまち
を推進します」という４本目の柱がいるのではないか。
また、７つの基本方針の中に「人権」という言葉が出
てこない。人権意識の尊重を８番目に位置づけると、
この中には高齢者や障害者の支援、ボランティアやＮ
ＰＯ（住民活動）への支援といったものが入ってくる
と思う。基本理念の図の中では、心・海・山・創とあ
るが、思い、考え、働くことで人は汗をかく。従って図
のゾーンは取って、中心に人を使ったらよいと考える。

町　長　６町長が相談し、３本の柱が良いのではとして提案さ
せていただいた。４本とはせず、３本柱として「共に
支えあう安心して暮らせる・・・・・」というように
２つ目の冒頭に挿入してもよいかなと考える。また人
権については「自律的な市民参加のまち」の項目とし
て増やしたらよいのではないか。

委　員　６町が合併するということは、「人」が心を合わせる
ということで、やはり中心におくべき。そうすると良

い絵になる。
委　員　新市の中心がどこに来るのかで絵は変わってくる。もっ

と具体的に決まってから作らないとイメージがわかない。
委　員　合併の必要性には出ているのに、理念に「行財政の確

立」のことが出ていない。入れておく必要があるので
はないか。

委　員　アンケート調査は住民の意見ということで、この中の
サービスの低下、格差、不便という３大不安を解消し
ていかねばならない。そのために合併による目玉商品
を作らなければならない。例えば住民のたまり場とし
て村役場を復活させるなど、整理統合を掲げる合併で
はなく、末端を大切にした補う合併を考えたらどうか。
また、合併により便利なまちにしていかねばならない。
例えば、弥栄病院と久美浜病院が、毎週交替で土日に
営業するなど。従って、方針の中の「快適なくらしを
ささえる・・」を「快適で便利なくらしをささえる・
・・」に変えてほしい。

委　員　基本理念に「安心して暮らせる・・・」とあるが、こ
のことから福祉ゾーンというものを設けたらどうか。

町　長　中心の図は、産業を主に作った。文化・福祉・健康と
なると全体を囲っていかねばならず、病院等をイメー
ジされているなら、拠点ということで小さな点がいっ
ぱいになってしまうということで大くくりにまとめさ
せていただいた。

委　員　基本理念に「人を育て・・・」とあるが、自律的な市
民参加という意味で住民が主役であり人は自ら育つも
の。従って「人が育ち、・・・」となると思う。

委　員　方針の「快適なくらしをささえる生活基盤の整ったま
ち」の中にということで、「地域情報化に向けた基盤
・体制づくり」とあるが、町長方の間では、具体的に
どこまで話をされているのか。

町　長　ビジョンということで７つの方針を決めた。次の段階で
具体的な話に入っていくという手続きになると考える。

委　員　文中に「自律」と「自立」という２つが出てくるが、
どちらかに統一できないか。

町　長　「自律」に統一したい。
委　員　基本理念の「ひとを育て」は教育であり、「にぎわい」

は産業振興と考えるが、分けられないのか。また、ゾ
ーニングについては、これでは夢がない。もっと色々
なものを入れて描けないか。

町　長　教育については、７つの基本方針の中に入っている。
絵については見やすいように付けてあり、いわゆる一
つのデザインである。実際の計画には、それを表現し
た図面を付けるつもり。

委　員　よくできているが、全体的に見ると少子･高齢化に向
かっての新市のまちづくりになっていると考える。方
針に「地域の産業を活性化し、働く場を創出するまち」
とあるが、内容はU・J・Iターンの定住化対策といっ
たおきまりの文言となっている。この中に「生産人口」
に着目し、これを増やすという視点が読める言葉を入
れていただくと、若者を大事にしているまちというこ
とになる。先程行政改革の話もあったが、こうして人
口が増えれば、行政サービスの増加に対し職員を増や
していくんだというふうに、夢を大きく持った理念が
あってもいいと思う。

（2）次回の議題について
①新市建設計画について
②その他

（3）次回の小委員会の日程
第6回新市建設計画策定小委員会
日　程　平成14年9月18日（水）午後1時30分
場　所　久美浜町福祉センター　2階会議室

（文責　峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会事務局）
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